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自己株式の取得結果及び取得終了と自己株式消却のお知らせ 
 

当社は、令和８年３月１１日開催の取締役会において決議した、会社法第１６５条第３項

の規定により読み替えて適用される同法第１５６条の規定に基づく自己株式の取得につい

て、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。また、令和８年３月１１日開

催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得は、下記の取得をもちまして終了しましたので、

併せてお知らせします。 
また、会社法第１７８条の規定に基づく自己株式の消却につきまして、消却する株式の数

が確定しましたので、併せてお知らせします。 
 

記 
 
１． 自己株式の取得状況 

（１）取得した株式の種類 当社普通株式 
（２）取得した株式の総数 400,000 株 
（３）取得価格 １株あたり 3,780 円（令和８年３月１１日の終値） 
（４）取得価格の総額 1,512,000,000 円 
（５）取得日 令和８年３月１２日 
（６）取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引

（ToSTNeT-3）による取得 
 

２．自己株式の消却 
（１）消却する株式の種類 当社普通株式 
（２）消却する株式の総数 400,000 株 
（３）消却予定日 令和８年３月３１日 

 
 
 
 



（ご参考） 
１．自己株式の取得に係る令和８年３月１１日開催の取締役会における決議内容 
（１） 取得対象株式の種類   当社普通株式 
（２） 取得し得る株式の総数  400,000 株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 0.79％） 
（３） 株式の取得価額の総額  1,512,000,000 円（上限） 

（４） 取得日         令和８年３月１２日 

（５） 取得方法        東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3） 

 

２．自己株式の消却に係る令和８年３月１１日開催の取締役会における決議内容 

（１） 消却する株式の種類   当社普通株式 

（２） 消却する株式の総数   令和８年３月１１日開催の取締役会決議に基づいて 

取得した自己株式の全株式数 

（３） 消却予定日       令和８年３月３１日 

 

３．消却後の株式の状況 

（１） 消却後の発行済株式総数 50,241,466 株 

（２） 消却後の自己株式数     488,561 株 

※消却後の自己株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式 192,600 株及び

単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでおります。 
以上 


